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秋
川
藩
の
城
下
町
久
保
川
の
外
町
（
川
人
町
）
の
惣
鎮
守
社
は
、

久
保
川
近
郊
の
八
橘
村
に
あ
る
山
王
八
幡
社
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
は

こ
の
山
王
八
幡
社
を
め
ぐ
る
久
保
田
の
町
人
の
社
会
的
結
合
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

部
市
社
会
に
お
け
る
社
会
的
結
合
を
検
討
す
る
際
、
ま
ず
指
摘
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
澤
登
寛
聡
氏
の
論
考
で
あ
ろ

う
。
氏
は
、
都
市
日
光
を
素
材
と
し
て
、
町
人
の
「
神
役
」
に
基
づ

く
。
摸
」
の
結
成
・
結
合
の
秩
序
お
よ
び
、
町
人
の
疋
当
性
観
念

を
支
え
る
社
会
的
な
結
合
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
、
「
役
」

が
公
儀
に
よ
っ
て
の
み
設
定
・
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
観

点
か
ら
、
町
方
社
会
の
中
か
ら
自
生
的
に
生
成
す
る
「
役
」
の
あ
り

法
政
史
学
第
七
十
三
号

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間

ｌ
明
和
七
年
四
月
秋
田
藩
久
保
里
火
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

は
じ
め
に

（
１
）

方
を
指
摘
し
た
。

そ
の
後
、
身
分
的
周
縁
論
に
代
表
さ
れ
る
役
の
体
系
に
基
づ
く
共

同
組
織
の
概
念
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
渡
辺
浩
一
氏
は
そ

う
し
た
概
念
規
定
と
は
異
な
る
姿
勢
を
強
調
し
、
近
世
都
市
社
会
に

お
け
る
諸
集
団
を
「
都
市
的
住
民
結
合
」
と
い
う
概
念
と
し
て
規
定

し
た
。
氏
の
一
一
一
一
口
う
「
住
民
結
合
」
と
は
、
国
家
と
社
会
と
の
関
係
と

い
う
視
点
か
ら
み
た
と
き
、
社
会
の
内
部
か
ら
、
唯
的
に
成
立
・
腿

（
２
）

開
し
て
き
た
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
画
回
生
的
に
生
成
す
る

「
役
」
と
い
う
、
先
に
掲
げ
た
澤
登
氏
の
概
念
に
も
通
じ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

近
年
で
は
、
近
世
後
期
の
江
戸
の
社
会
が
必
ず
し
も
身
分
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
々
の
結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
し
た
赫
親

も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
社
会
の
内
部
か
ら
Ⅲ
生
的
に
成
立
し
た

塩
屋
朋
子

二
四
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結
合
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
秋
田
藩
の
城
下
町
久
保
田
を
素

材
と
し
て
、
町
人
の
社
会
的
結
合
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

第
一
義
の
目
的
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
ら
が
秋
田
藩
の
社
会
構

造
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
き
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し

て
い
た
か
と
い
う
点
を
明
和
七
年
（
七
七
○
）
川
川
の
久
保
川
人

火
を
素
材
に
碁
察
し
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
大
火
と
い
う
非
常
伽

態
に
お
か
れ
た
人
々
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
平
常
時
に
は
あ

ら
わ
れ
な
い
社
会
の
構
造
が
実
態
と
し
て
浮
か
び
化
が
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
城
下
町
久
保
川
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ

れ
て
お
く
。

久
保
田
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
常
陸
ロ

五
六
万
石
か
ら
秋
川
二
○
万
布
へ
と
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
初
代
秋
田

藩
主
佐
竹
義
宜
が
新
し
く
建
設
し
た
川
で
あ
る
。
佐
竹
義
一
川
一
の
秋
川

職
封
に
と
も
な
い
、
常
陸
川
宍
万
万
万
和
に
移
っ
た
安
東
（
秋
川
）

つ
ち
ざ
き

実
季
は
、
上
崎
の
湊
城
を
肘
城
と
し
て
い
た
。
慶
長
七
年
（
一
六
○

二
）
九
月
に
秋
田
へ
入
国
し
た
佐
竹
義
官
一
は
初
め
湊
城
に
入
っ
た

が
、
ほ
ど
な
く
ｔ
崎
湊
か
ら
約
二
里
ほ
ど
内
陸
に
入
っ
た
久
保
田
に

新
城
を
築
城
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て
城
下
町
の
建
設
も
開
始
し
た
。

久
保
田
は
、
武
家
町
で
あ
る
内
町
と
町
人
町
で
あ
る
外
町
、
寺
町
で

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
（
塩
庵
）

構
成
さ
れ
た
。
城
下
町
の
建
設
は
慶
長
一
二
年
一
一
川
か
ら
本
格
化

し
、
寛
永
初
年
頃
ま
で
に
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
城

下
町
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
義
宜
が
湊
城
下
の
住
民
を
強
制
的
に

移
住
さ
せ
、
湊
城
下
の
有
力
商
人
の
多
く
が
こ
の
時
期
に
久
保
田
に

移
住
し
た
。

外
町
の
人
川
に
つ
い
て
は
、
享
保
一
八
年
（
一
七
一
一
一
○
）
に
は
一｛
’
一

五
、
二
八
七
人
、
天
保
八
年
（
一
八
一
一
川
）
に
は
一
一
一
一
、
二
一
一
一
一
人

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
［
表
ｌ
］
に
示
し
た
と
お
り
、
寛
文
三
年
（
一

六
六
三
）
の
記
録
に
よ
る
と
、
外
町
は
四
九
町
の
個
別
町
に
よ
っ
て

（
５
）

構
成
さ
れ
て
お
り
、
家
数
は
一
七
八
七
軒
で
あ
っ
た
。
各
個
別
町
に

は
町
代
が
、
い
く
つ
か
の
個
別
町
が
集
合
し
て
形
成
さ
れ
た
「
扱
」

に
は
庄
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
お
か
れ
、
外
町
を
答
糖
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
各
個
別
町
に
は
特
定
商
品
を
城
下
内
に
お
い
て
独
占
的
に
販
売

す
る
権
利
が
藩
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
営
業
特
権
は
、
「
家

僻
」
と
呼
ば
れ
、
付
与
さ
れ
た
町
を
「
家
将
川
」
、
そ
の
商
仙
を

（
６
）

「
家
粁
物
」
と
い
っ
た
。

一

一

五
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（
１
）
神
社
の
由
緒

や
ば
せ

八
橋
村
は
、
外
町
か
ら
半
里
ほ
ど
離
れ
た
久
保
田
城
の
西
方
に
位

置
す
る
村
で
あ
っ
た
。
八
橋
村
の
石
高
の
推
移
は
【
表
２
］
に
示
し

た
と
お
り
で
、
享
保
期
お
よ
び
文
化
期
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
家
数
は

（
７
）

一
一
五
一
口
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
保
期
に
秋
田
へ
興
行
に
訪
れ
た
江

戸
の
落
語
家
・
船
遊
亭
扇
橋
の
紀
行
文
「
奥
の
し
を
り
」
に
は
、
八

表１ 寛文３年（1663）外町間数・家数

法
政
史
学
第
七
十
三
号

八
橋
村
に
お
け
る
寺
社
の
成
立

１
山
王
八
幡
社
の
成
立

橋
村
に
つ
い
て
「
久
保
川
よ
り
の
遊
山
場
所
」
で
、
「
御
城
下
御
家

中
又
ハ
町
家
」
か
ら
大
勢
の
人
が
集
ま
り
、
「
料
理
茶
屋
其
外
あ
め

屋
餅
屋
菓
子
屋
」
が
数
多
く
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て

（
８
）

い
る
。
さ
ら
に
、
八
橋
村
に
は
刑
場
や
星
場
（
藩
士
の
鉄
砲
射
撃
練

習
場
）
な
ど
、
藩
の
諸
施
設
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

山
王
八
幡
社
は
外
町
の
総
鎮
守
で
、
大
山
咋
命
、
誉
田
別
命
を
祭

神
と
し
、
藩
よ
り
神
領
四
○
石
の
寄
進
を
受
け
、
南
北
六
○
間
、
東

西
九
○
間
の
社
地
を
有
す
る
神
社
で
あ
っ
た
。
明
治
後
期
に
編
ま
れ

た
「
羽
陰
温
故
誌
」
第
八
冊
に
よ
る
と
「
日
吉
神
社
ハ
往
昔
元
亨
二

年
、
神
主
士
崎
宗
近
ノ
同
郡
新
城
笹
岡
村
一
一
勧
請
セ
シ
所
ナ
リ
、
応

’
一
一
ハ

<出典〉「外町屋敷間数絵図」（秋田県立図書館所

蔵）

町名 Wlj数 家数(軒）

大町一丁'１

大町二丁'１

大町三丁１１

菊之町

扇之町

梅之ｌｌｌＪ

通町

中通町

大工町

上肴町

大町四ＴｌＩ

Ｉ１ｌ端一丁'１

）||端二丁'１

１||端三丁'１

１||端四Ｔｌｊ

－上米|Ｈ１

上米町二丁目

下米町

下米町二丁[１

_上亀ノ町

下亀ノ|}『

田中町

御社務町

柳町

豊嶋町

大町五J~'二１

大町六丁|Ｉ

五丁目横町

下肴町

111端五丁１１

)||端下五丁|］

船大工|{１Ｊ

)||端四拾間堀

鍛冶町上)||端

鍛冶町下111端

上)||口lHJ

下)|Ⅱ-11{|』

下川口新町

八日町

鉄砲町

拾人衆町

上匹'十llI1｣ﾘill

鍛冶町

酒田町

新城町

城町

馬口労町

向馬口労１１１Ｊ

本舟場町

41間半

40間

36間

40間

33間外二15間使者宿

34間外二14間使者宿

411111半

21間

38間

341''１半

361ｌｉ

3311U半

(不明）

(不明）

181111半

3111}1

39間

31間

37間

30間

38111)14

3511M半

6間半

33間半

47間半

66問

４０１１'１

17間半

43111］

１２間半

l()１１|］

201111

81111

14間半

７間

30間半

3111i

l6間

47問

21間半

251111半

l711i

67Ⅲ1

15111］

15間

421&｝半

441111半

141M］

9IｌＩｌ

１
１

刈
羽
剖
師
”
妬
鬼
面
皿
弱
錨
川
棚
加
加
妬
妃
佃
別
羽
蝿
ｎ
ｕ
皿
閖
Ｍ
Ｍ
ｍ
別
、
旧
泌
９
別

１
１

１１

９
３
６
２
４
４
２

５
３
１
７
３
３
２

６０－
〃
路
岡
田
肥
９

計４９町 1421間 1787
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表２ 八橋村の石i刊の推移

氷
二
年
、
同
郡
新
城
五
十
丁
村
二
鎮
座
シ
、
秋
田
城
介
安
部
氏
ノ
沙

（
９
）

弥
安
吉
示
社
殿
ヲ
修
造
ス
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
山
王
八
幡
社
の
由

緒
に
つ
い
て
の
一
一
一
一
口
説
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
神

社
は
、
神
主
士
崎
宗
近
な
る
人
物
に
よ
っ
て
元
亭
一
一
年
（
一
三
一
一

二
）
に
建
立
さ
れ
、
所
在
地
は
新
城
笹
岡
村
（
現
ｂ
秋
田
市
外
旭

川
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
応
永
二
年
（
二
一
一
九
五
）
に
は
新
城
八

十
Ｊ
村
（
現
・
秋
川
市
上
新
城
）
に
遷
さ
れ
、
沙
弥
安
宗
な
る
人
物

に
よ
る
修
造
が
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
枝
大
社
（
近
江
国
坂
本
）
が
祀

る
山
王
権
現
が
、
出
羽
か
ら
津
軽
に
か
け
て
主
に
日
本
海
側
の
諸
地

域
に
伝
播
し
、
そ
れ
ら
が
み
な
一
四
世
紀
前
半
頃
に
は
す
で
に
存
在

し
て
い
た
と
す
る
見
解
が
ｆ
糾
・
ま
た
、
日
本
海
海
運
に
よ
っ
て
富

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
而
仲
間
（
塩
屋
）

Ｍ
を
築
い
た
安
東
氏
が
そ
の
拠
点
で
あ

｝
三
川

肌
る
各
湊
町
に
山
王
権
現
を
勧
請
す
る

秋
こ
と
で
、
ｎ
ら
の
宗
教
的
支
援
雄
盤

Ｉ

（
、
）

巻
の
確
立
を
企
図
し
た
と
の
指
摘
も
あ

３箙
る
。
こ
う
し
た
諸
見
解
に
依
拠
す
れ

ｌ棚
ば
、
安
東
氏
は
、
日
本
海
海
運
に

洲
よ
っ
て
繁
栄
し
、
そ
の
航
路
に
沿
う

ＩＩ
よ
う
に
各
拠
占
（
に
日
吉
神
社
を
建
立

曲
〈

拙
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
宗
教
的
な
支
援
基
盤
を
確
実
な
も
の
に
す
る

た
め
の
行
動
で
、
山
壬
八
幡
社
も
そ
う
し
た
安
東
氏
の
行
動
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
神
社
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
士
崎
湊
城
下
町
時
代
の
文
禄
三
年
二
五
九
川
）
四
几
の

山
壬
祭
が
す
で
に
町
人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
孔
雛

が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
山
王
八
幡
社
は
、
遅
く
と
も
豊
臣
政
権

期
に
は
城
下
町
町
人
の
総
鎮
守
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
い
え
よ

詩
う
。そ
の
後
、
入
国
後
の
佐
竹
義
宣
に
よ
っ
て
、
慶
長
九
年
（
一
六
○

（
皿
）

四
）
八
川
に
神
社
の
修
造
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
神
社
が
八
橋
村

に
遷
座
さ
れ
た
の
が
、
寛
永
初
年
に
お
け
る
新
城
下
町
の
成
立
、
な

ら
び
に
町
人
の
移
住
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
東
氏
の

沿
枇
を
引
き
継
い
で
、
佐
竹
氏
も
同
様
に
山
壬
八
幡
社
を
庇
護
し
て

い
た
と
い
え
る
。

山
飛
八
幡
社
は
、
以
化
の
よ
う
な
由
緒
を
も
つ
神
社
で
あ
り
、
中

世
か
ら
近
肚
に
か
け
て
領
主
の
庇
護
の
も
と
、
城
下
町
の
人
々
の
総

鎮
守
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
神
社
運
営
の
担
い
手

次
に
、
山
壬
八
幡
社
の
運
営
の
担
い
手
で
あ
る
「
神
官
」
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
山
壬
八
幡
社
で
は
、
四
月
中
の
申
の
日
に
山
王
祭
、

二

七

年 ｲ『

正保4年(1647）

天和4年(1684）

宝永2年(1705）

享保14年(1729）

文化期

202ｲ7

311石4斗3升9合

312ｲi2斗3升

320石3斗4ﾁ１１合

320ｲi3斗5升

Hosei University Repository



八
月
一
五
日
に
八
幡
祭
と
い
う
二
つ
の
例
祭
が
営
ま
れ
て
い
た
。
中

で
も
四
月
の
山
王
祭
に
つ
い
て
は
、
文
化
年
間
の
記
録
に
「
新
統
人

に
当
る
三
シ
の
札
を
備
へ
置
て
神
秘
の
行
事
あ
り
、
是
は
総
町
の
中

富
有
の
も
の
三
人
を
撰
て
札
へ
書
て
、
一
人
を
神
慮
に
ま
か
せ
撰
出

す
虹
爬
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
神
慮
」
に
よ
っ
て
決
定
す
る
「
統
人
」

に
よ
っ
て
、
神
社
の
神
事
祭
礼
の
運
営
の
全
て
が
賄
わ
仏
池
。
統
人

は
毎
年
町
中
の
冑
田
有
の
も
の
」
の
中
か
ら
「
神
慮
」
に
よ
っ
て
選

ば
れ
、
特
定
の
家
や
個
別
町
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
任
期
は

山
王
祭
か
ら
翌
年
の
山
壬
祭
ま
で
の
約
一
年
間
で
あ
っ
た
。
高
牧
實

氏
は
、
こ
の
「
統
人
」
が
、
神
社
の
祭
祀
を
経
費
・
神
事
の
両
面
に

わ
た
っ
て
中
心
と
な
っ
て
担
い
、
祭
礼
執
行
の
中
心
的
存
在
で
あ
つ

（
班
）

た
当
屋
（
頭
屋
）
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
□
し
た

が
っ
て
、
吉
田
・
白
川
両
家
の
編
成
に
よ
る
神
職
の
職
分
化
が
進
ん

だ
近
世
中
後
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
統
人
に
よ
る
祭
祀
を
行
っ

て
い
た
事
実
は
、
山
王
八
幡
社
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
す
る
「
神
官
」
と
統
人
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
「
神
官
と
い
ふ
は
ジ
グ
ハ
ン
と
唱
ふ
、
統

人
の
－
た
ひ
勤
め
た
る
も
の
、
其
人
存
生
の
う
ち
は
社
の
事
に
預
る

（
Ⅳ
）

の
名
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
コ
ン
グ
ハ
ン
」
の
語
義
に
つ
い

て
は
、
今
後
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
か
ら

法
政
史
学
第
七
十
三
号

「
神
官
」
と
は
一
年
の
勤
め
を
終
え
た
統
人
を
指
し
、
統
人
経
験
者

は
統
人
の
役
目
を
退
い
た
後
も
、
神
官
と
し
て
継
続
し
て
神
社
の
運

営
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

ま
た
、
統
人
の
任
期
が
一
年
間
と
い
う
こ
と
は
、
神
官
は
毎
年
一

人
ず
つ
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
神
官
一
人
一
人
が
存
生
の

限
り
そ
の
勤
め
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
神
官
は
常
時
複
数
名
で
存

在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
［
表
３
］
か

ら
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
○
三
）
お
よ
び
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
人
の
神
官
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

（
旧
）

き
る
ほ
か
、
神
官
の
手
に
よ
る
書
面
で
は
、
自
ら
を
「
神
官
中
」
と

称
し
て
お
り
、
神
官
が
仲
間
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ｎ
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
神
官
は
外
町
の
中
の
約
二
○
名
前
後
で
構
成
さ

れ
、
山
王
八
幡
社
の
統
人
経
験
者
と
い
う
共
通
の
経
歴
を
持
っ
た
仲

間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
官
が
山
王
八
幡
社
の
統
人
経
験
者
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
仲
間
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
本
稿
で
は
以
下
、
彼
ら
を

「
神
官
仲
間
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

で
は
、
外
町
全
体
の
家
数
約
一
八
○
○
軒
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
○

人
の
構
成
員
で
成
り
立
つ
神
官
仲
間
と
は
、
町
の
中
で
い
か
に
存
在

し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
神
官
仲
間
に
な
る
前
提
で
あ
る
統
人
の

選
出
方
法
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
統
人
は
「
総
町
の
中
富

二

八
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表３神官IIlIlll-覧

寛政７年（1795）元禄１６年（1703）

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
〈
塩
屋
）

<出典〉「(奉納物人名輝)｣、「山ｌ１八幡御祭礼之帳御統人控」（八橋'１ 了八幡神社所蔵

八
橋
村
に
は
、
來
照
崗
別
門
で
あ
っ
た
寺
緬
二
○
○
灯

を
有
す
る
寿
量
院
と
い
う
寺
院
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ

で
は
、
寿
量
院
の
概
要
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

当
初
、
秋
田
藩
は
佐
竹
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
鞠
洞
宗
犬

（
四
）

徳
寺
に
将
軍
家
の
位
牌
を
安
置
し
て
い
た
。
し
か
し
、
宝

永
七
年
（
一
七
一
○
）
川
月
、
天
台
宗
寺
院
で
な
け
れ
ば

将
軍
家
御
霊
屋
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
寛
永
寺
側

有
の
も
の
」
の
中
か
ら
「
神
慮
」
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
神

官
仲
間
は
そ
の
統
人
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
仲
間
で
あ
っ

た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
官
仲
間
は
「
総
町
の
中
富
有
の

も
の
」
と
し
て
町
力
に
認
識
さ
れ
た
う
え
、
「
神
慮
」
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
神
行
仲
川
は
経
済
〃
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
権
威
も

兼
ね
備
え
た
仲
間
で
あ
り
、
川
方
に
お
い
て
特
権
を
有
す

る
仲
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
王
八
幡
社
は
久
保
川
近
郊
の
八
橋
村

に
お
い
て
外
町
の
総
鎮
守
社
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
運
営

は
一
部
の
町
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
神
官
仲
間
が
扱
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

２
寿
量
院
の
成
立

ニ

ブＬ

町躬 名前

_ljllll

上)''１１

十二人衆町（ママ）

Ill端四ＴＩＩ

茶町茶ノ町

道町（ママ）

大町一丁'１

塚本□栄

能登屋喜ｲj衛門

11『木休左衛門

渡邊佐右衛門

i川々屋iIJｲ｢衛門

進藤助ｲi術'''１

竹内久右衛門

伏見屋次兵衛

杵屋喜右術門

布屋市左衛門

茜屋喜右衛門

'１､中庄左衛門

力||々屋乎左衛門

兇上新右衛門

□□彦右衛門

illi井八兵衛

武'''四郎右衛門

i'ﾘ村専右衛ｌｊＩｌ

Ｍ１ｆ次ｲ｢衛門

町ﾒﾄﾉＩ 名前

茶町茶ノ町

大町三丁'’

五丁'1横lHJ

大町一］､１１

茶町茶ノｌｌ１Ｊ

鍛冶町_ljll端

大町一丁|Ｉ

大町二丁'１

茶町梅ノ町

大町二］~'１

大町一J~'１

五丁'1横町

本町四］~'１

茶町梅ノ|{１Ｊ

牧野道敬

割||宗右衛門

艮谷)||`忠右衛門

'１１野内四良右衛門

京野新四郎

近間亦,{「

木村清兵衛

柳原治右衛門

京野傳TIT

木村太兵衛

高堂屋勝兵衛

二代仲屋久左衛門

美濃屋吉兵衛

石川久肋

地主治兵衛

渋谷市右衛門

遠藤儀助

代仲歴久左衛門

I|#屋大兵衛
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の
理
由
か
ら
、
一
旦
は
近
郊
の
天
台
宗
帰
命
寺
に
安
置
す
る
こ
と
に

決
定
し
た
。
そ
れ
を
機
に
帰
命
寺
は
東
叡
山
の
直
末
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
享
保
二
○
年
（
一
七
一
一
一
五
）
閏
一
一
一
月
、
「
此
度
権

現
様
御
宮
守
と
致
候
事
如
何
可
有
之
哉
之
段
申
談
候
処
二
諸
大
名
よ

（
卯
）

り
不
残
被
聿
日
出
」
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
発
生
し
た
。
こ
れ

は
幕
府
が
諸
川
に
お
け
る
東
照
寓
の
所
在
洲
査
に
乗
り
出
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
秋
田
藩
で
は
す
で
に
帰
命
寺
と

い
う
天
台
宗
の
寺
院
が
将
軍
家
の
位
牌
を
安
置
し
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
寺
の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
た
め
か
、
秋
田
藩
内
に
は
「
御

家
一
一
無
之
と
ハ
杣
成
胤
拠
」
と
い
う
認
識
、
す
な
わ
ち
、
秋
田
藩
に

は
束
照
宮
が
存
在
し
な
い
と
幕
府
に
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
認
識
が
生
ま
れ
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
新
し
い
東
照
官
別
当

の
造
営
を
鮎
越
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
寺
院
の
一
部
が
寛
延
一
一
一
年
（
一
七
五
○
）
七
月
に
完

成
、
そ
し
て
明
和
二
年
二
七
六
五
）
Ⅲ
Ⅱ
に
、
東
照
崗
の
遷
寓
式

が
営
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
八
橋
村
に
東
照
官
別
当
で
あ
る
寿
量
院

が
成
立
し
た
。
小
野
光
浩
氏
は
、
福
岡
や
仙
台
が
家
光
政
権
期
に
積

極
的
に
東
照
宮
勧
請
を
進
め
、
と
り
わ
け
仙
台
藩
が
東
照
官
祭
礼
を

惣
町
の
祭
礼
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
な
ど
と
比
較
し
て
、
秋

川
藩
は
勧
請
の
発
端
が
吉
宗
政
権
期
で
あ
り
、
成
立
は
さ
ら
に
下
っ

た
明
和
期
と
遅
い
こ
と
か
ら
、
東
照
官
勧
請
に
対
す
る
秋
田
藩
の
消

法
政
史
学
第
七
十
三
号

三
○

極
性
を
指
摘
土
秘
が
、
本
稿
で
は
時
期
的
な
問
題
よ
り
‘
も
む
し
ろ
、

秋
川
藩
に
お
け
る
東
照
官
勧
請
の
事
実
を
積
極
的
に
と
ら
え
て
お
き

た
い
。

こ
の
点
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
幕
府
に
東
照
宮
の
存
在
の
有
無
を

問
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
寿
量
院
の
造
営
を
決
め
た
秋
田
藩
の
認
識

と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
様
で
あ
る
秋
川
藩
に
お

い
て
Ⅱ
に
見
え
る
形
で
束
照
大
権
現
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
領
内
に
も

た
ら
さ
れ
た
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
成
立
し
た
寿
量
院
に
は
、
も
う
一
つ

指
摘
し
て
お
く
べ
き
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
寿
量
院
の
立
地
が

山
王
八
幡
社
に
隣
接
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
王
八
幡
柿

を
人
橋
村
に
遷
座
さ
せ
て
か
ら
約
一
五
○
年
後
に
、
そ
の
隣
地
に
東

照
宮
別
当
を
設
け
た
秋
田
藩
の
意
図
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
で
き
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
川
利
一
一
年
Ⅲ
川
以
降
、
町
の
総
鎮
守
社
と
束

照
宮
別
当
が
隣
り
合
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
状
況
が
、
明
治
維
新
で

寿
量
院
が
廃
寺
に
な
る
ま
で
続
い
た
事
実
は
、
近
世
中
期
以
降
の
久

保
田
の
人
々
の
社
会
通
念
を
考
え
る
う
え
で
も
注
Ⅱ
す
べ
き
点
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
節
で
は
、
城
下
町
久
保
田
近
郊
の
八
橋
村
に
成

立
し
た
町
人
の
総
鎮
守
社
で
あ
る
山
王
八
幡
社
と
運
営
の
担
い
手
で
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表４大火における被害軒

数

明
和
七
年
（
一
七
七
○
）
四
月
二
九
日
夜
、
外
町
を
火
元
と
す
る

大
火
が
発
生
し
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
被
害
の
範
閉
に
つ
い
て
、
次
の

（
型
）

史
料
で
確
認
し
て
い
く
。

今
日
五
シ
過
五
丁
日
本
町
よ
り
出
火
二
ｍ
、
三
丁
Ⅱ
、
四
丁
目
、

五
Ｊ
、
、
六
丁
Ｈ
、
茶
町
、
扇
町
、
梅
町
、
戸
鴫
町
、
川
小

町
、
八
日
町
、
柳
町
、
鉄
砲
町
、
五
丁
目
横
町
、
十
弐
人
衆

あ
る
神
官
仲
間
、
お
よ
び
東
照
宮
別
当
で
あ
る
寿
量
院
に
つ
い
て
概

観
し
て
き
た
。
本
節
を
ふ
ま
え
て
次
節
で
は
、
久
保
田
大
火
を
め
ぐ

る
神
官
仲
間
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
（
塩
屋
）

二
大
火
に
よ
る
寺
社
の
焼
失
と
再
興

ｌ
明
和
七
年
の
久
保
田
大
火
に
お
け
る
被
害

く出典〉

三十三

|｢国典類抄』後編雑濡

町
、
四
拾
間
堀
丁
、
五
丁
目
川
端
よ
り
蒋
伝
寺
、
中
応
寺
、
西

法
寺
、
願
行
寺
、
西
勝
寺
、
長
松
寺
、
敬
相
寺
、
束
正
院
妙
覚

寺
、
閑
居
浄
弘
寺
、
真
敬
寺
、
専
念
寺
、
本
哲
一
一
一
百
寺
、
喜
蔵
院
法

正
寺
、
正
覚
寺
、
善
長
寺
、
禅
光
明
寺
、
地
蔵
堂
、
歓
喜
寺
、

妙
覚
寺
、
大
悲
寺
、
行
福
寺
、
誓
願
寺
、
唯
常
院
普
門
寺
迄
焼

失
致
候
、
応
供
寺
は
残
り
候

こ
の
記
述
か
ら
、
大
火
に
よ
る
被
害
は
、
外
町
全
域
は
も
ち
ろ

ん
、
寺
町
の
人
半
を
焼
き
尽
く
す
ま
で
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
ま
た
、
【
表
４
］
は
外
町
に
お
け
る
被
害
軒
数
を
示
し
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
も
大
火
の
被
害
の
甚
大
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。

こ
の
大
火
の
被
害
は
、
外
町
、
寺
町
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
半
型

離
れ
た
人
橋
村
に
も
拡
大
し
た
。
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
明
和
八
年

一
○
月
五
Ⅱ
付
「
御
普
請
料
と
し
て
沖
川
米
五
百
石
無
役
一
一
Ⅶ
差
出

様
被
仰
付
度
願
書
」
と
題
さ
れ
る
、
神
官
仲
間
が
藩
に
対
し
て
書
い

た
願
書
で
あ
る
□
こ
こ
で
は
、
こ
の
願
書
の
中
で
神
戸
仲
間
に
よ
っ

（
妬
）

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
神
社
の
被
奎
ロ
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

（
明
和
七
年
）

去
寅
四
月
Ⅱ
九
Ⅱ
御
町
出
火
有
と
候
処
、
折
節
烈
風
二
而
及
大

変
、
山
王
八
幡
宮
拝
殿
方
宮
殿
迄
不
残
類
焼
仕
、
井
山
王
方
神

輿
一
社
其
外
神
具
不
少
焼
失
仕
候
（
中
略
）
然
る
所
去
寅
巾
不

慮
之
類
焼
二
被
為
及
候
儀
は
誠
一
一
前
代
未
聞
之
事
二
御
座
候
而
、

神
主
始
氏
子
共
如
何
斗
歎
敷
次
第
二
泰
存
候

穂頬 内訳 軒数

屋敷持

潰家

痛家

半焼

702

2２

７

１

長屋僻屋

潰家

555

1５

その他 ２５

合計 1２８２
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（
１
）
山
王
八
幡
社
再
興
ま
で
の
過
程

前
節
で
確
認
し
た
通
り
、
明
和
七
年
に
発
生
し
た
大
火
に
よ
っ

て
、
山
王
八
幡
社
の
社
殿
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
。
社
殿
は
、
視

覚
を
通
し
て
聖
な
る
意
味
を
伝
え
、
人
々
の
心
を
捉
え
る
も
の
と
し

て
存
在
す
べ
き
Ｌ
岨
で
あ
り
、
い
わ
ば
信
仰
の
対
象
の
存
在
を
象
徴

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
先
掲
の
神
官
仲
間
の
史
料
中
、

こ
こ
か
ら
、
久
保
田
で
発
生
し
た
大
火
が
折
か
ら
の
烈
風
に
の
っ

て
、
八
橋
村
に
鎮
座
す
る
山
王
八
幡
社
に
ま
で
被
害
を
及
ぼ
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
拝
殿
か
ら
宮
殿
が
残
ら
ず
類
焼
し
、

加
え
て
神
具
な
ど
も
焼
失
し
、
神
官
仲
間
に
と
っ
て
前
代
未
聞
の
出

来
事
で
あ
っ
た
、
と
あ
る
。

一
方
、
寿
量
院
に
つ
い
て
は
、
秋
川
藩
の
家
老
が
「
谷
橋
寿
量
院

御
宮
・
本
堂
無
残
塔
中
迄
矢
大
臣
門
斗
り
残
、
念
仏
堂
・
菩
門
寺
迄

山
壬
本
社
類
焼
、
折
節
東
風
烈
敷
大
火
二
及
候
、
寿
量
院
江
罷
越
候

（
妬
）

所
最
早
無
残
燃
立
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
宮
・
本
堂
・

塔
中
ま
で
全
て
焼
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
和
七
年
四
月
の
大
火
は
、
火
勢
が
外
町
全
域
の

み
な
ら
ず
八
橋
村
に
ま
で
及
び
、
山
王
八
幡
社
な
ら
び
に
寿
量
院
も

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
七
十
三
号

２
寺
社
の
再
興
を
め
ぐ
る
動
向

「
神
主
始
氏
子
共
如
何
斗
歎
敷
次
第
二
奉
存
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
大
火
は
外
町
の
人
々
に
と
っ
て
、
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
社
殿

が
消
滅
し
た
と
い
う
点
で
大
き
な
事
件
で
あ
り
、
彼
ら
の
精
神
的
な

動
揺
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
神
社
の
再
興
が
急
務
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
、
焼
失
し
た
神
社
を
再
興
さ
せ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、
神
官

仲
間
と
藩
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な

お
、
事
実
を
整
理
し
て
述
べ
る
た
め
、
再
興
過
程
を
時
系
列
に
山
段

階
に
分
け
て
述
べ
て
い
く
。

第
一
段
階
と
し
て
、
神
官
仲
間
は
藩
に
対
し
て
神
社
再
興
に
か
か

る
経
費
の
援
助
を
願
い
出
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
先
の
「
御
普

請
料
と
し
て
沖
出
米
五
百
而
無
役
一
一
耐
差
出
様
被
仰
付
度
願
書
」
の

続
き
か
ら
確
認
し
て
い
き
に
剛
・

右
二
段
々
中
上
候
通
二
御
座
候
而
、
類
焼
後
最
早
一
一
ヶ
年
二
相
及

候
得
共
本
堂
普
請
等
相
企
可
申
様
無
之
御
時
節
柄
二
御
座
候
得

ハ
、
氏
子
共
自
力
一
一
茂
相
及
不
申
候
二
付
、
依
之
奉
願
上
候
右

（
安
永
元
年
｝
マ
マ
）

本
堂
御
修
造
料
と
被
成
下
、
来
ル
辰
年
方
甲
年
迄
五
ヶ
年
之
間

統
人
共
沖
出
米
五
百
打
之
外
二
千
石
宛
沖
口
無
役
一
而
差
出
シ

申
様
二
被
仰
付
被
置
度
奉
存
候
、
尤
其
御
本
社
御
普
請
の
基
本

と
仕
相
企
申
度
奉
存
候
、
乍
恐
右
山
上
候
通
、
古
来
慶
長
九
年

御
修
造
被
成
下
候
以
後
追
年
従
御
上
様
是
迄
御
寄
附
等
被
成

下
候
御
義
具
別
紙
以
書
載
ヲ
奉
申
上
候
通
二
御
座
候
、
永
々
等
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閑
二
致
罷
在
中
儀
何
共
神
慮
之
程
恐
多
奉
存
候
二
付
如
此
奉
願

上
候

こ
れ
は
、
明
和
八
年
一
○
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
こ
の
と
き
す
で
に
前
年
山
川
の
神
社
の
類
焼
か
ら
二

年
日
を
む
か
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
本
堂
の
普
請
も

ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
氏
子
た
ち
の
「
自

力
」
で
は
及
ば
な
い
た
め
、
す
な
わ
ち
、
普
請
に
か
か
る
経
費
が
氏

子
た
ち
の
み
で
賄
え
る
額
を
超
過
す
る
た
め
、
普
請
に
着
手
で
き
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
神
官
仲
間
は
、
来
た
る
辰
年
（
安
永

元
年
（
一
七
七
二
）
）
～
中
年
（
同
五
年
）
ま
で
の
五
年
間
、
統
人

に
付
与
さ
れ
る
「
沖
出
米
五
百
石
」
の
ほ
か
に
一
○
○
○
石
ず
つ
の

「
沖
Ⅱ
無
役
」
を
要
求
す
る
手
段
に
出
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
沖
口
無
役
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
背
散
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
「
御
統
相
勤
候
者
江
古
来
万
壱
ヶ
年
二
米
五
百
石
無

（
羽
）

役
二
川
沖
出
御
免
許
被
仰
付
」
と
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

統
人
を
勤
め
る
者
に
は
古
来
よ
り
、
一
年
に
米
五
○
○
石
を
無
役
で

（
釦
）

沖
出
で
き
る
と
い
う
特
権
が
藩
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

統
人
は
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
潤
を
、
神
社
に
お
け
る
神
事
そ
の
他

（
弧
）

の
運
営
費
に
充
て
て
い
た
と
考
垣
え
ら
れ
る
。

神
官
仲
間
は
神
社
再
興
に
向
け
た
経
費
の
援
助
を
、
こ
の
「
米
五

○
○
万
の
沖
川
無
役
」
の
特
権
を
拡
大
し
た
形
で
要
求
し
た
。
な
お

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
（
塩
屋
）

か
つ
、
そ
れ
は
慶
長
九
年
の
「
御
修
造
」
以
来
、
「
御
上
様
」
か
ら

「
御
寄
附
」
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
先
例
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
た
。
神
官
仲
間
は
、
こ
れ
以
上
神
社
の
再
興
を
等
閑
に
す
る

の
は
恐
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
藩
か
ら
の
寄
附
を
要
求
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
方
法
で
神
官
仲
間
か
ら
出
さ
れ
た
要
求
に
対
す
る

藩
の
動
向
が
第
二
段
階
で
あ
る
。
安
永
九
年
六
月
、
神
官
仲
間
は
藩

（
安
永
一
一
年
）

の
対
応
に
つ
い
て
「
明
和
八
年
卯
十
月
中
奉
願
上
候
所
、
巳
年
方

（
同
レ
ハ
年
）

〈
犯
）

酉
年
迄
壱
ヶ
年
六
百
石
宛
都
△
口
一
二
千
石
無
役
沖
出
御
免
被
仰
付
」
た

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
有
仲
間
が
明
和
八
年
一
○
月
に
出

し
た
願
い
’
一
年
に
つ
き
一
○
○
○
石
の
沖
出
無
役
を
五
年
間
計
五

○
○
○
石
認
め
る
こ
と
ｌ
に
対
し
、
藩
は
、
己
年
（
安
永
二
年
）

～
西
年
（
同
六
年
）
ま
で
の
五
年
間
、
六
○
○
石
を
無
役
と
し
て
計

三
○
○
○
石
の
沖
出
無
役
を
許
可
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
奉
納
物
人

仇
織
」
と
い
う
史
料
に
よ
れ
ば
、
明
和
九
年
（
安
永
元
年
）
八
月
五

日
に
「
米
一
二
千
石
沖
出
役
御
免
御
禮
渡
、
従
御
上
様
」
「
右
は
御

（
安
永
元
年
）

宮
拝
殿
建
立
仲
間
企
依
被
下
置
候
、
但
管
田
辰
年
方
壱
ヶ
年
二
六
百

石
宛
五
ヶ
年
沖
出
御
免
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら

も
、
藩
か
ら
一
ヶ
年
に
つ
き
六
○
○
石
ず
つ
の
沖
冊
無
役
が
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
官
仲
間
が
願

い
出
た
計
五
○
○
○
石
の
沖
出
無
役
の
う
ち
、
藩
は
そ
の
一
部
で
あ
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表５再興にかかる経費の

内訳

本
社
再
興
に
付
再
度
願
書
」
と
い
う
史
料
に
よ
っ
て
詳
し
く
見
て
い

（
弧
）

く
こ
と
に
す
る
。

然
は
御
本
社
、
拝
殿
共
一
一
御
双
方
一
時
ニ
御
普
請
仕
候
時
は

既
二
百
五
拾
貫
目
餘
之
仕
揚
り
一
一
相
成
候
故
、
中
々
以
当
時
之

神
戸
御
町
方
杯
之
日
カ
ニ
及
可
申
様
無
之
二
附
拝
殿
斗
り
一
ト

先
御
普
請
一
一
取
掛
り
出
来
仕
候
処
惣
仕
揚
り
八
拾
貫
目
餘
二
相

成
、
内
弐
拾
質
百
九
拾
Ⅱ
、
前
文
之
通
御
寄
附
被
成
下
候
三
千

石
無
役
沖
出
御
證
拠
五
ヶ
年
中
払
高
一
一
御
座
候
同
六
拾
貫
月
餘

は
統
人
井
惣
氏
子
よ
り
奉
納
之
分
二
御
座
候
、
右
之
外
神
輿
を

始
、
神
具
等
段
々
相
調
候
入
用
乍
恐
莫
大
之
事
二
御
座
候

こ
の
中
で
神
官
仲
間
は
、
普
請
に
か
か
る
費
用
の
内
訳
（
【
表

５
］
）
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
「
御
本
社
・
拝
殿
」
を
一
度

に
普
請
す
る
場
合
、
費
用
は
一
五
○
貫
目
余
を
必
要
と
し
た
。
と
こ

ろ
が
そ
れ
は
、
「
神
官
御
町
方
杯
之
日
カ
ニ
及
可
申
様
無
之
」
、
す
な

法
政
史
学
第
七
十
三
号

る
計
三
○
○
○
石
の
み
を
認
め

た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。こ
う
し
た
藩
の
対
応
に
納
得

し
な
い
神
官
仲
間
の
さ
ら
な
る

動
向
が
第
三
段
階
で
あ
る
。
安

永
九
年
六
月
に
書
か
れ
た
「
御

わ
ち
、
神
官
仲
間
お
よ
び
町
方
の
財
力
だ
け
で
は
追
い
つ
け
な
い
額

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
先
に
拝
殿
の
み
の
普
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

八
○
貫
日
余
を
費
や
し
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
藩
か
ら
認
め
ら
れ
た

三
○
○
○
石
の
沖
出
無
役
で
賄
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
二
○
貢
目

一
九
○
Ⅱ
で
あ
り
、
残
り
の
約
六
○
賃
Ⅱ
は
、
統
人
な
ら
び
に
惣
氏

子
か
ら
の
「
奉
納
」
で
補
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神

輿
や
神
具
な
ど
全
て
を
そ
ろ
え
る
に
は
、
さ
ら
な
る
経
費
が
必
要
で

あ
る
と
の
主
張
も
付
け
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
再
度
の
費
用
援
助

を
求
め
た
神
官
仲
間
の
動
向
に
つ
い
て
、
先
掲
の
史
料
の
続
き
に

（
弱
）

よ
っ
て
確
認
し
て
い
く
。

明
和
八
卯
年
中
、
五
千
石
無
役
沖
出
奉
願
上
候
節
、
尤
三
千
石

御
免
被
仰
付
難
有
仕
今
奉
存
候
、
残
ル
弐
千
石
之
分
御
時
節
柄

重
畳
恐
入
奉
存
候
得
共
當
時
御
町
一
統
衰
微
仕
候
儀
は
乍
恐
御

（
天
川
元
年
）

見
聞
被
成
下
候
通
二
御
座
候
故
御
憐
慰
を
以
、
来
阯
年
よ
り

（
何
Ｗ
年
）

辰
之
年
迄
一
ロ
ケ
年
五
百
石
宛
四
ヶ
年
中
無
役
沖
出
御
免
被
仰
付

被
下
置
度
奉
願
上
候

こ
こ
で
、
神
官
仲
間
は
、
明
和
八
年
に
願
い
出
た
五
○
○
○
石
の

沖
出
無
役
と
、
実
際
に
そ
の
後
藩
か
ら
許
可
さ
れ
た
三
○
○
○
石
の

差
額
二
○
○
○
石
分
の
沖
出
無
役
を
再
度
要
求
す
る
と
い
う
手
段
に

出
た
の
で
あ
る
。
必
要
経
費
に
あ
と
七
○
貫
目
不
足
し
て
い
る
た

め
、
そ
れ
を
何
と
か
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
御
町
一
統

三

四

経費の内訳 額

拝殿のみ

(内訳） 藩

氏子

その他＝不足分

80貫LＩ

20質190｢Ｉ

約60貫月

70貧LＩ

必要経費の総額 150貫月
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衰
微
仕
候
」
、
す
な
わ
ち
、
大
火
の
痛
手
に
よ
っ
て
町
方
は
衰
微
し

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
捻
出
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
し
た
う
え
で
、
丑
年
（
天
明
元
年
（
一
七
八
二
）
～
辰
年

（
同
四
年
）
の
四
年
間
、
五
○
○
石
塔
で
の
寄
附
を
藩
に
再
度
歎
願

し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
岐
後
の
第
川
段
階
で
、
一
連
の
峨
願
に
対
す
る
妓
終
的
な
藩

の
対
応
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
天
保
期

（
妬
｝

に
華
、
か
れ
た
神
祠
仲
間
の
川
棚
録
か
ら
の
引
川
で
あ
る
。

寛
政
四
年
兼
而
山
王
御
本
社
建
立
一
一
付
沖
出
御
免
穀
願
差
出
置

候
処
左
一
一
被
仰
渡
候

神
官
中
江

山
王
御
本
社
建
立
仕
度
一
一
付
沖
出
願
申
上
候
得
共
、
御
障
有
之

（
寛
政
五
年
）
（
同
九
年
）

御
免
難
被
成
置
候
、
併
格
別
之
願
筋
故
、
来
丑
年
方
巳
年
迄

五
ヶ
年
中
、
壱
ヶ
年
銀
壱
貰
目
宛
御
奉
納
可
被
成
置
候
問
、
此

冑
川
被
机
心
得
候
、
□
上

十
二
月

右
は
大
山
長
右
衛
門
様
・
山
川
政
右
衛
門
様
方
被
仰
渡
候

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
十
二
月
、
藩
は
御
本
社
建
立
の
た
め
に

沖
出
無
役
を
認
め
る
に
は
支
障
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
神
社
再
興

と
い
う
格
別
の
願
い
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
代
替
案
と
し
て
、
来

た
る
丑
年
（
寛
政
五
年
）
～
巳
年
（
同
九
年
）
ま
で
の
五
年
間
に
年

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
（
堀
尾
）

問
銀
一
貫
Ｈ
ず
つ
の
寄
附
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藩

は
、
安
永
九
年
に
お
け
る
神
官
仲
間
の
再
度
の
要
求
を
許
可
し
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
沖
出
無
役
と
は
別
の
方
法
を
提
案
し
、
資

金
援
助
を
施
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
、
大
火
に
よ
っ
て
類
焼
し
た
Ⅲ
王
八
幡
社
の
再
興
に
向

か
う
過
稗
に
つ
い
て
、
神
而
仲
間
の
動
向
に
沿
っ
て
川
つ
の
段
階
に

分
け
て
詳
述
し
た
。
こ
こ
で
事
実
を
幣
剛
し
な
が
ら
改
め
て
一
連
の

流
れ
を
振
り
返
っ
て
お
く
。

Ⅱ
和
七
年
阿
月
の
久
保
田
大
火
に
よ
っ
て
、
八
橋
村
の
山
王
八
幡

社
も
類
焼
し
、
拝
殿
等
多
く
が
焼
失
し
た
。
神
常
仲
間
は
、
社
殿
の

普
請
に
か
か
る
経
費
の
援
助
を
藩
に
願
い
出
る
。
そ
の
方
法
は
、
統

人
に
付
与
さ
れ
て
い
た
米
五
○
○
石
の
沖
出
無
役
と
い
う
特
権
を
拡

大
し
た
形
を
と
っ
た
。

具
体
的
な
過
程
は
、
①
明
和
八
年
一
○
月
、
神
官
仲
間
は
五
年
間

で
計
八
○
○
○
刑
の
沖
川
熈
役
を
喫
求
し
た
が
、
②
翻
川
九
年
八

川
、
藩
は
五
年
間
で
計
三
○
○
○
和
の
許
可
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ

は
拝
殿
の
杵
請
料
（
八
○
職
Ⅲ
）
の
約
一
一
汀
％
（
一
一
○
箇
一
九
○

Ｈ
）
を
占
め
た
が
、
不
足
分
の
約
六
○
賞
Ｈ
は
氏
子
が
捻
出
し
た
う

え
、
神
社
再
興
に
か
か
る
総
額
一
五
○
貫
日
に
足
る
額
で
も
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
③
安
永
九
年
六
月
、
神
官
仲
間
は
当
初
要
求
し
た
五

○
○
○
石
と
実
際
に
藩
か
ら
付
与
さ
れ
た
三
○
○
○
石
の
差
額
一
一
○

一

二二

五
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○
○
石
分
の
沖
出
無
役
を
再
度
要
求
す
る
も
、
藩
に
は
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
は
や
や
下
っ
て
、
④
寛
政
四
年
十

二
月
、
藩
は
沖
出
無
役
の
代
わ
り
に
、
年
間
銀
一
貫
目
ず
つ
の
付
与

を
約
束
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
に
神
官
仲
間
が
神
社
を
再
興
す
る
た
め
に
奔

走
し
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
再
び
神
官
仲

間
の
記
述
を
確
認
土
馳
。

何
卒
御
威
光
を
以
御
本
社
再
興
二
相
至
候
て
、
町
家
一
統
繁
栄

之
基
二
可
有
御
座
、
惣
氏
子
共
誠
二
以
心
願
二
奉
存
候

こ
こ
で
神
官
仲
間
は
、
山
王
八
幡
社
の
再
興
が
、
外
町
に
住
む
町

人
（
氏
子
）
の
「
繁
栄
之
基
」
で
あ
り
、
「
御
本
社
再
興
」
は
氏
子

全
員
の
共
有
の
「
心
願
」
で
あ
る
と
一
一
一
一
回
っ
て
い
る
。
神
社
再
興
の
た

め
の
修
復
経
費
の
調
達
な
ど
、
神
官
仲
間
が
奔
走
し
た
背
景
に
は
、

こ
の
「
心
願
」
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
火
で
失
わ

れ
た
神
社
の
再
興
と
い
う
「
心
願
」
に
よ
っ
て
、
神
官
仲
間
は
結
び

つ
き
を
よ
り
強
く
し
、
「
心
願
」
の
実
現
ｌ
山
壬
八
幡
社
の
再
興
ｌ

を
主
導
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
神
官
仲
間
に
対
し
、
藩
が
資
金
面
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず

協
力
し
て
い
た
点
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
神
官
仲
間

が
主
張
す
る
山
王
八
幡
社
の
再
興
と
い
う
「
心
願
」
の
実
現
に
、
藩

が
同
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
神
官
仲
間
の
働
き

法
政
史
学
第
七
十
三
号

（
２
）
大
火
以
後
の
存
風
防

こ
こ
で
は
、
先
に
み
た
山
王
八
幡
社
同
様
、
大
火
で
被
害
を
受
け

た
寿
量
院
に
つ
い
て
の
動
向
を
確
認
し
て
い
く
。
前
節
で
も
ふ
れ
た

よ
う
に
、
寿
量
院
は
明
和
七
年
四
月
の
大
火
で
御
官
、
本
堂
、
塔
中

な
ど
が
焼
失
す
る
と
い
う
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
と
り
わ
け
寿
量
院
に
関
し
て
は
、
明
和
七
年
の
大
火
以
降
に
も

度
々
火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
安
永
四

年
（
一
七
七
五
）
’
一
月
二
五
日
、
何
年
一
一
一
月
一
一
五
日
に
寿
量
院
が

火
元
と
な
る
火
災
に
よ
っ
て
諸
道
具
類
が
焼
失
し
た
ほ
か
、
安
永
七

年
閏
七
月
に
は
久
保
田
城
が
焼
失
、
天
明
一
二
年
（
一
七
八
一
一
一
）
一
一
一
月

朔
Ⅱ
に
は
再
び
外
町
で
大
火
が
発
生
す
る
な
ど
、
寿
量
院
が
直
接
的

（
犯
）

に
も
間
接
的
に
も
被
聿
口
を
受
け
る
火
災
が
相
次
い
で
い
た
。
次
に
掲

げ
る
史
料
は
、
死
亡
し
た
寿
量
院
の
住
職
の
後
任
選
定
が
、
火
災
に

よ
る
影
響
に
よ
り
延
引
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
述

べ
た
天
明
一
一
一
年
五
月
二
九
日
の
祉
腿
で
あ
る
。

（
安
永
七
年
）

去
ル
戌
年
中
秋
田
本
城
焼
失
致
候
得
仕
〈
、
是
以
干
へ
丁
建
揃
不

か
け
に
よ
っ
て
藩
が
動
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
町
方
に
お
い
て
、

そ
の
経
済
力
お
よ
び
宗
教
的
権
威
に
よ
っ
て
特
権
を
有
す
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
神
官
仲
間
は
、
藩
か
ら
も
町
方
何
様
、
特
権
的
な
存
在

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

’一一一ハ
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申
、
其
上
御
聞
及
之
通
近
年
城
下
度
々
之
火
災
、
Ⅱ
今
年
三
月

朔
日
城
下
用
達
共
始
惣
し
て
家
数
弐
千
軒
余
、
寺
院
四
拾
軒
余

致
焼
失
候
、
右
之
次
第
故
寿
量
院
寺
坊
再
建
二
は
難
相
及
次

第
二
洲
成
候
、
依
之
当
住
今
暫
之
内
此
表
二
滞
留
入
院
被
致
延

引
候
様
二
仕
度
候
、
尤
御
宮
御
祭
礼
丼
平
Ⅱ
勤
行
等
之
儀
は
寺

中
共
机
勤
罷
在
、
猫
扣
ひ
力
役
人
共
も
附
置
候
問
指
支
之
儀
無

御
廊
候

こ
こ
か
ら
、
明
和
七
年
の
人
火
か
ら
一
三
年
経
過
し
た
天
明
一
一
一
年

五
月
に
お
い
て
も
な
お
、
寺
院
の
再
建
が
困
難
を
き
わ
め
て
い
る
様

子
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
祭
礼
や
Ⅱ
々
の
勤
行
に
つ
い

て
の
差
し
支
え
は
な
い
と
い
う
旨
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、
度
重
な
る
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
寺

院
の
再
建
が
難
航
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祭
礼
や
平
素
の
勤

行
に
は
差
し
支
え
な
い
と
す
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の

な
の
か
、
次
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

大
火
の
あ
っ
た
明
和
七
年
四
月
二
九
、
の
偵
後
で
あ
る
同
年
五
月

（
が
社
奉
行
）

朔
Ⅱ
の
記
述
を
み
る
と
、
「
小
潮
縫
殿
助
被
参
候
而
寿
量
院
仮
住
所

之
事
被
巾
聞
吉
川
惣
右
衛
門
下
屋
敷
申
腱
脚
」
と
あ
る
ほ
か
、
同
じ

く
外
町
で
の
大
火
が
あ
っ
た
天
明
一
一
一
年
一
二
月
朔
日
の
直
後
の
同
年
三

月
一
五
日
に
も
「
寿
量
院
罷
下
候
儀
二
相
極
候
ハ
、
先
シ
吉
川
惣
右

衛
門
下
屋
敷
江
被
措
置
可
叺
腱
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
補
仲
間
（
塩
屋
）

る
。
両
日
の
記
述
に
登
場
す
る
「
吉
川
惣
右
衛
門
」
な
る
人
物
と

は
、
先
掲
の
【
表
３
］
か
ら
、
寛
政
七
年
二
七
九
五
）
段
階
に
お

い
て
、
神
官
仲
間
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
寺
社
奉
行
で
あ
る
小
瀬
縫
殿
助
は
、
大
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た

寿
量
院
の
仮
住
所
を
神
戸
仲
間
の
屋
敷
に
設
世
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
和
剛
、
天
明
期
と
、
外
町
で
の
大

火
が
あ
る
た
び
ご
と
に
こ
の
よ
う
な
描
樋
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
寿
量
院
の
仮
住
所
を
神
而
仲
間
の
屋
敷
に
設
け
る
こ
と
が

慣
例
化
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
藩
は
明
和
七
年
の
大
火
の
直
後
か
ら
寿
量
院
の
仮

住
所
を
神
官
仲
間
の
屋
敷
に
設
置
す
る
こ
と
で
、
仮
設
で
あ
っ
て
も

束
照
宮
と
し
て
の
機
能
は
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
。
実
際
に
神
宵
仲
間
が
ど
の
稗
度
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
か
と
い
う

詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
藩
が
寿

比
院
の
脚
興
に
神
戸
仲
間
が
関
わ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
藩
は
、
山
王
八
幡
社
の
み
な

ら
ず
、
寿
遺
院
の
再
興
邪
柴
の
一
端
を
杣
洞
仲
間
に
机
わ
せ
て
い
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
久
保
田
町
人
の
社
会
的
結
合
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、

三
七
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明
和
七
年
四
月
の
城
下
町
久
保
田
の
大
火
を
め
ぐ
る
人
々
の
動
向
を

通
し
て
秋
田
藩
の
社
会
構
造
に
お
け
る
彼
ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

の
考
察
を
試
み
た
。

神
官
仲
間
は
久
保
田
の
町
人
町
で
あ
る
外
町
に
お
い
て
、
総
鎮
守

社
の
祭
礼
を
契
機
に
自
生
的
に
形
成
さ
れ
、
外
町
の
中
の
「
富
有
の

も
の
」
か
ら
「
神
慮
」
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
一
種
の
ス
テ
ー

タ
ス
を
有
し
た
共
同
体
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
確
認
し
た
と
お
り
、
神

官
仲
間
は
、
神
事
祭
礼
の
み
な
ら
ず
、
大
火
で
焼
失
し
た
神
社
の
再

興
を
主
導
し
、
さ
ら
に
秋
Ⅲ
藩
が
造
営
を
決
め
た
東
照
官
別
当
の
再

興
に
も
関
与
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
神
官
仲
間
の
行
為
は
、
彼
ら

の
多
方
面
に
わ
た
る
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
唆
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
一
一
一
一
向
い
換
え
れ
ば
、
神
官
仲
間
が
自
ら
の
有
す
る
ス
テ
ー
タ
ス

を
、
秋
田
藩
主
を
は
じ
め
と
し
た
久
保
田
の
全
て
の
人
々
に
再
認
識

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
本
稿
の
大

火
か
ら
の
寺
社
再
興
と
い
う
事
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

外
町
は
、
一
万
人
を
超
え
る
人
口
と
、
一
八
○
○
軒
近
く
の
家
数

を
有
し
て
い
た
。
そ
の
内
部
に
は
、
個
別
町
を
は
じ
め
、
扱
や
家
督

町
と
い
っ
た
地
縁
的
、
政
治
的
、
経
済
的
な
ど
様
々
な
結
び
つ
き
に

よ
る
結
合
体
が
数
多
く
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
重
層
的
あ
る
い

は
複
合
的
に
関
わ
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

法
政
史
学
第
七
十
三
号

で
と
り
上
げ
た
神
官
仲
間
は
、
こ
の
よ
う
な
数
多
く
の
結
合
体
の
中

の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
久
保
田
の
中
に
存
在
す
る
他
の
共
同
体
、
ま

た
、
そ
れ
ら
と
神
而
仲
間
と
の
関
係
な
ど
、
秋
川
藩
の
社
会
構
造
の

全
容
を
示
す
た
め
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
そ
れ
ら
の
解
明
は
今

後
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
る
。

註（
１
）
澤
登
寛
聡
「
三
摸
」
集
川
の
秩
序
と
民
衆
的
正
当
性
観
念
ｌ
安

永
七
年
五
月
、
都
市
Ⅱ
光
の
惣
川
三
摸
」
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

Ｓ
歴
史
学
研
究
」
九
川
七
号
一
九
八
五
年
）

（
２
）
渡
辺
浩
一
署
「
近
肚
日
本
の
都
市
と
民
衆
」
（
吉
川
弘
文
館
一

九
九
九
年
）

（
３
）
木
村
涼
「
歌
舞
伎
・
文
人
と
江
戸
社
会
’
七
代
Ⅱ
市
川
川
十
郎
を

中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
関
東
近
世
史
研
究
」
第
六
○
号
一
○
○
六

年
）
。
氏
は
こ
こ
で
、
近
世
後
期
の
江
戸
歌
舞
伎
界
に
お
い
て
、
七

代
目
市
川
団
十
郎
を
媒
介
と
し
た
人
々
の
多
様
な
結
び
つ
き
を
明
示

し
た
う
え
で
、
江
戸
の
社
会
が
「
歌
聯
伎
を
享
受
す
る
観
客
」
・
「
観

客
・
晶
眉
の
支
持
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
歌
舞
伎
」
・
「
歌
舞
伎
と
社
会

と
の
媒
介
的
存
在
で
あ
る
文
人
」
と
い
う
三
者
の
社
会
的
・
水
平
的

結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

（
４
）
「
秋
田
県
史
」
第
三
巻
近
世
編
下
（
秋
田
県
一
九
六
五
年
）

二
三
三
頁

（
５
）
「
外
町
屋
敷
間
数
絵
図
」
（
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
）

三

八

Hosei University Repository



（
６
）
金
森
正
也
拷
「
近
世
秋
川
の
町
人
社
会
」
（
無
明
舎
出
版
一
九

九
七
年
）

（
７
）
「
六
郡
郡
色
記
」
（
「
新
秋
川
叢
書
」
第
四
巻
歴
史
Ｎ
答
社
一

九
七
二
年
）
、
「
秋
川
風
土
記
」
Ｓ
新
秋
川
叢
書
」
第
一
八
巻
歴
史

図
書
社
一
九
七
二
年
）

（
８
）
「
奥
の
し
を
り
」
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
’
九
三
八
年
）

（
９
）
「
羽
陰
Ⅲ
故
誌
」
（
「
第
一
一
一
期
新
秋
川
渡
井
」
第
三
巻
雁
史
図
詩

社
一
九
七
七
年
）

〈
皿
）
「
秋
山
巾
史
」
第
二
巻
中
世
通
史
編
（
秋
田
市
一
九
九
九
年
）

一
九
三
頁

（
Ⅱ
）
加
藤
氏
夫
「
神
仏
受
容
の
地
方
的
腱
附
（
二
）
Ｉ
北
奥
羽
を
中
心

に
ｌ
」
（
「
秋
大
史
学
」
第
四
万
万
一
九
九
五
年
）

（
里
「
山
王
八
幡
御
祭
礼
帳
御
統
人
控
」
（
八
橋
Ⅱ
吉
八
幡
神
社
所

蔵
）

（
Ⅲ
）
「
谷
橋
山
王
八
幡
神
社
両
社
書
（
宝
永
七
年
）
」
（
秋
川
県
公
文
諄

館
所
蔵
）

（
ｕ
）
「
六
郡
祭
事
記
」
（
「
ｎ
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
九
巻
一
一
二

将
房
一
九
六
九
年
）

（
胆
）
統
人
選
川
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
高
牧
實
「
祭
礼
に
み
る
城
下
町

久
保
田
」
（
比
較
都
市
研
究
会
編
「
都
市
と
共
同
体
」
〈
名
著
出
版

一
九
九
一
年
〉
の
ち
、
同
著
「
近
世
の
都
市
と
祭
礼
」
〈
吉
川
弘
文

飾
二
○
○
○
年
〉
に
収
録
）
参
照
。

（
咄
）
前
掲
註
旧
Ｍ
論
文

（
Ⅳ
）
前
掲
註
ｕ
Ｍ
史
料

城
下
町
総
鎮
守
社
の
再
建
と
神
官
仲
間
（
塩
屋
）

（
旧
）
「
奉
納
物
人
名
簿
」
（
八
橋
Ⅱ
吉
八
幡
神
社
所
蔵
）
。
万
治
工
年

（
一
六
五
九
）
～
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
山
正
八
幡
社
に
奉
納

さ
れ
た
金
品
を
奉
納
行
と
と
も
に
時
系
列
に
列
挙
し
た
も
の
。

（
旧
）
大
徳
寺
は
、
佐
竹
家
に
と
っ
て
は
常
陸
時
代
以
来
の
笄
提
寺
で
、

転
封
と
同
時
に
秋
川
に
遷
っ
て
き
た
寺
院
で
あ
る
。

（
別
）
「
御
政
務
処
御
書
物
今
宮
大
学
義
透
御
家
老
勤
中
日
記
」
（
「
国
典

頻
抄
」
前
編
古
都
四
十
一
一
一
所
収
〈
「
凶
典
類
抄
」
第
二
巻
上
Ⅱ
部
二

秋
川
媒
教
育
委
皿
会
一
九
八
一
一
年
〉
）
し
一
一
○
頁

（
皿
）
前
掲
註
別
同
史
料

（
聖
当
該
期
、
秋
田
藩
の
東
照
宮
勧
請
に
つ
い
て
は
、
中
野
光
浩
著

「
諸
国
東
照
官
の
史
的
研
究
」
（
名
拷
刊
行
会
二
○
○
八
年
）
に
詳

し
い
。

（
羽
）
中
野
光
浩
「
諸
川
來
照
宮
の
勧
請
と
造
街
の
政
治
史
Ｉ
長
州
滞
と

秋
川
蒲
の
事
例
を
中
心
に
Ｉ
」
、
何
「
諸
大
拓
に
よ
る
束
照
桝
勧
諸

の
歴
史
的
考
察
」
（
い
ず
れ
も
前
掲
註
犯
Ｍ
蒋
沖
に
収
録
）

（
型
「
梅
津
内
蔵
允
忠
綱
大
御
番
頭
寺
社
奉
行
兼
帯
勤
中
日
記
」
（
「
同

典
類
抄
」
後
編
雑
部
二
十
二
所
収
〈
「
国
典
類
抄
」
第
一
九
巻
秋

川
県
教
育
委
只
会
一
九
八
川
年
〉
六
二
一
画
）

（
妬
）
明
和
八
年
一
○
Ⅱ
汀
Ⅱ
付
「
御
幣
請
料
と
し
て
沖
川
米
八
百
灯
無

役
一
一
而
差
出
様
被
仰
付
度
願
書
」
（
八
橋
Ｈ
古
八
幡
神
社
所
蔵
文
書
）

（
妬
）
「
士
屋
弥
五
左
衛
門
知
虎
御
家
老
勤
中
Ｈ
記
」
（
「
国
典
類
抄
」
後

編
雑
部
十
五
所
収
合
川
典
類
抄
」
第
一
九
巻
秋
川
県
教
育
委
幽

会
一
九
八
四
年
〉
二
九
○
頁
）

（
〃
）
官
家
準
著
「
宗
教
民
俗
学
」
（
東
成
大
学
川
版
会
一
九
八
九
年
）

三
九
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（
ｇ
「
岡
本
又
太
郎
元
貴
御
家
老
勤
中
日
記
」
（
「
国
典
類
抄
」
後
編
雑

部
十
五
所
収
〈
「
国
典
類
抄
」
第
一
九
巻
秋
田
県
教
育
委
員
会

一
九
八
旧
年
〉
三
○
二
頁
）

面
）
「
ｆ
尾
弥
兀
左
衛
門
知
虎
御
家
老
勤
中
Ⅱ
記
」
（
「
川
典
類
抄
」
後

編
雑
部
十
五
所
収
〈
「
脚
典
類
抄
」
第
一
九
巻
秋
川
肌
教
育
委
旦

グーヘグーヘグー、／￣ヘ〆■～グー、グーへ

３９３８３７３６３５３４３３
、－〆、－－、－〆、－〆、－〆、－〆、－〆

〆－，

３２
、－＝

グーへ

３１
、＝〆

／￣、／￣へ〆＝へ

３０２９２８
、‐〆、-〆、‐〆

法
政
史
学
第
七
十
三
号

編
雑
部
十
五
所
収
Ｓ
脚
典
類
糾

会
一
九
八
四
年
〉
二
九
○
頁
）

八五

lノリ所

筵収

八
幡
神
社
所
蔵
）

註
妬
前
掲
向
史
料

註
筋
前
掲
同
史
料

嘉
永
期
の
値
で
は
あ
る
が
、
米
五
○
○
石
の
役
銀
は
約
八
貫
に
相

当
す
る
。
（
「
秋
田
市
史
」
第
一
一
一
巻
近
世
通
史
編
秋
田
市
二
○
○

一
一
一
年
二
六
四
～
二
六
五
頁
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
八
橋
日
吉
八
幡
神
社
の
現
在
の
責
任
役
員

で
あ
る
中
谷
久
之
助
氏
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

安
水
九
年
六
Ⅱ
付
「
御
本
社
再
興
に
付
再
度
願
普
」
（
八
橘
Ⅱ
吉

註
犯
前
掲
同
史
料

註
犯
前
掲
何
史
料

註
釦
前
掲
何
史
料

「
記
録
写
」
（
八
橋
Ⅱ
吉
八
幡
神
社
所
蔵
）

「
国
典
類
抄
」
後
編
雑
部
十
五
参
照

「
御
石
筆
処
御
書
物
江
戸
御
Ⅱ
記
」
（
「
凶
典
類
抄
」
後
編
雑
部
十

所
収
合
川
典
類
抄
」
第
一
九
巻
秋
川
県
教
育
委
員
会
一
九

註
旧
前
掲
Ⅲ
史
料

合
川
典
類
抄
」
第
万

三
○
Ⅲ
’
三
○
九
頁
）

［
付
記
］
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
秋
川
市
役
所

の
菅
原
忠
氏
、
八
橋
日
吉
八
幡
神
社
の
責
任
役
員
で
あ
る
中
谷
久
之

助
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
は
二
○
○
八
年

一
月
に
法
政
大
学
大
学
院
に
提
川
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
す
。
成
稲
に
あ
た
っ
て
、
澤
登
寛
聡
先
生
か
ら
ご

指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
木
兼
な
が
ら
、
亜
ね
て
厚
く
御
礼
巾
し

上
げ
ま
す
。

四
○
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